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(57)【要約】
【課題】来訪者がロビー端末を通過した際に、住人にま
もなく来訪者が住戸に来ることを通知する集合住宅用ネ
ットワークシステムを提供する。
【解決手段】通信機器５ａは、センターサーバ１に住戸
識別情報および携帯電話６のアドレス情報を送信し、セ
ンターサーバ１は、来訪者識別情報を作成し、住戸識別
情報と来訪者識別情報とを対応付けて記憶するとともに
、来訪者識別情報を携帯電話６へ送信し、ロビー端末７
は、来訪者により来訪者識別情報が入力されると、セン
ターサーバ１に来訪者識別情報を送信し、センターサー
バ１は、受信した来訪者識別情報と記憶している来訪者
識別情報とを比較し、それらが一致した場合には、オー
トロックドア８のロックを解錠するとともに、インター
フォン４ａにより来訪通知を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センターサーバと、当該センターサーバにネットワークを介して接続され、集合住宅の
各住戸に設けられて各住戸の住人により操作される住戸端末装置と、来訪者が保有する携
帯端末装置と、集合住宅の共用玄関に設けられるロビー端末およびオートロックドアと、
　を備え、
　住戸端末装置は、センターサーバに自己の住戸を識別する住戸識別情報および携帯端末
装置のアドレス情報を送信し、
　センターサーバは、来訪者がオートロックドアのロックを解錠する際に必要となる来訪
者識別情報を作成し、住戸識別情報と来訪者識別情報とを対応付けて記憶するとともに、
アドレス情報にもとづいて来訪者識別情報を携帯端末装置へ送信し、
　ロビー端末は、来訪者により来訪者識別情報が入力されると、センターサーバに来訪者
識別情報を送信し、
　センターサーバは、受信した来訪者識別情報と記憶している来訪者識別情報とを比較し
、それらが一致した場合には、オートロックドアのロックを解錠するとともに、来訪者識
別情報と対応付けて記憶している住戸識別情報にもとづいて住戸端末装置により来訪通知
を行うことを特徴とする集合住宅用ネットワークシステム。
【請求項２】
　住戸端末装置は、センターサーバにさらに来訪者識別情報の利用規定が設定された有効
情報を送信し、
　センターサーバは、住戸識別情報と来訪者識別情報と有効情報とを対応付けて記憶し、
ロビー端末から来訪者識別情報を受信した際に、受信した来訪者識別情報と記憶している
来訪者識別情報とを比較し、それらが一致した場合、かつ記憶している有効情報を参照し
た結果、来訪者識別情報がその利用規定の範囲内である場合、に、ロビーのオートロック
を解錠するとともに、来訪者識別情報と対応付けて記憶している住戸識別情報にもとづい
て住戸端末装置により来訪通知を行うことを特徴とする請求項１に記載の集合住宅用ネッ
トワークシステム。
【請求項３】
　有効情報は、来訪者識別情報を利用することができる有効期間を規定する情報を含み、
　センターサーバは、来訪者識別情報を受信した時が来訪者識別情報の有効期間内である
かどうかを判断するタイマ部を備えることを特徴とする請求項２に記載の集合住宅用ネッ
トワークシステム。
【請求項４】
　有効情報は、来訪者識別情報の最大利用回数を１回に規定する情報を含み、
　センターサーバは、受信した来訪者識別情報と記憶している来訪者識別情報とを比較し
、それらが一致した場合には、その来訪者識別情報をその後使用できなくすることを特徴
とする請求項２または３に記載の集合住宅用ネットワークシステム。
【請求項５】
　センターサーバは、乱数を用いて来訪者識別情報を作成することを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載の集合住宅用ネットワークシステム。
【請求項６】
　ロビー端末は、カメラを備え、
　来訪者識別情報が画像で構成されるとともに、当該画像が携帯端末装置に表示され、カ
メラで撮影されることにより、ロビー端末に読み取られることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の集合住宅用ネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センターサーバによる集合住宅の入退場管理システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　集合住宅の共用玄関には、ロビー端末およびオートロックドアがあり、これらは、ネッ
トワークを介して、センターサーバと接続され、センターサーバにより管理されている。
【０００３】
　ここで、集合住宅の住戸に住む住人に来訪者がある場合、来訪者は、ロビー端末より住
戸番号を入力して住人に来訪を通知し、住人によりオートロックを解錠してもらって、集
合住宅内に入ることができる。
【０００４】
　しかし、上述したシステムでは、住人にとっては、あらかじめ来訪することがわかって
いる来訪者に対して、オートロックドアのロックの解錠と住戸の鍵の解錠という２つの作
業をする必要があるので煩わしく、来訪者にとっては、共用玄関と住戸の前という２箇所
で住人を呼び出すことが煩わしいとともに、住人を呼び出すまでの待ち時間も煩わしい。
【０００５】
　ここで、例えば、特許文献１には、マンションの住人に来訪の予約をした際に、来訪先
の住人からＩＤ情報を取得して携帯電話に保存しておき、来訪時に、当該ＩＤ情報をマン
ションの共用玄関に設置されたコードリーダーで読み取らせ、センターサーバがあらかじ
め記憶しているＩＤ情報と比較照合し、合致した場合に、マンションの出入り口を解錠す
るシステムが記載されている。
【特許文献１】特開２００４－３６０２００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１に記載のシステムを採用すると、住人が行わなければならな
かった来訪者に対する２回の応答および来訪者が行わなければならなかった住人に対する
２回の呼び出しをそれぞれ１回に減らすことができ、住人、来訪者双方の手間を減らすこ
とができるものの、住人にとっては、来訪者が突然住戸の前まで来ることになり、来訪者
が共用玄関を通過したことがわからず、来訪者の来訪に向けて準備をすることができない
という課題がある。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、来訪者がロビー端末を通過した際に
、住人にまもなく来訪者が住戸に来ることを通知する集合住宅用ネットワークシステムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の集合住宅用ネットワークシステムは、セ
ンターサーバと、当該センターサーバにネットワークを介して接続され、集合住宅の各住
戸に設けられて各住戸の住人により操作される住戸端末装置と、来訪者が保有する携帯端
末装置と、集合住宅の共用玄関に設けられるロビー端末およびオートロックドアと、を備
え、住戸端末装置は、センターサーバに自己の住戸を識別する住戸識別情報および携帯端
末装置のアドレス情報を送信し、センターサーバは、来訪者がオートロックドアのロック
を解錠する際に必要となる来訪者識別情報を作成し、住戸識別情報と来訪者識別情報とを
対応付けて記憶するとともに、アドレス情報にもとづいて来訪者識別情報を携帯端末装置
へ送信し、ロビー端末は、来訪者により来訪者識別情報が入力されると、センターサーバ
に来訪者識別情報を送信し、センターサーバは、受信した来訪者識別情報と記憶している
来訪者識別情報とを比較し、それらが一致した場合には、オートロックドアのロックを解
錠するとともに、来訪者識別情報と対応付けて記憶している住戸識別情報にもとづいて住
戸端末装置により来訪通知を行うことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、上記請求項１に記載の集合住宅用ネットワークシステムにお
いて、住戸端末装置は、センターサーバにさらに来訪者識別情報の利用規定が設定された
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有効情報を送信し、センターサーバは、住戸識別情報と来訪者識別情報と有効情報とを対
応付けて記憶し、ロビー端末から来訪者識別情報を受信した際に、受信した来訪者識別情
報と記憶している来訪者識別情報とを比較し、それらが一致した場合、かつ記憶している
有効情報を参照した結果、来訪者識別情報がその利用規定の範囲内である場合、に、ロビ
ーのオートロックを解錠するとともに、来訪者識別情報と対応付けて記憶している住戸識
別情報にもとづいて住戸端末装置により来訪通知を行うことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、上記請求項２に記載の集合住宅用ネットワークシステムにお
いて、有効情報は、来訪者識別情報を利用することができる有効期間を規定する情報を含
み、センターサーバは、来訪者識別情報を受信した時が来訪者識別情報の有効期間内であ
るかどうかを判断するタイマ部を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、上記請求項２または３に記載の集合住宅用ネットワークシス
テムにおいて、有効情報は、来訪者識別情報の最大利用回数を１回に規定する情報を含み
、センターサーバは、受信した来訪者識別情報と記憶している来訪者識別情報とを比較し
、それらが一致した場合には、その来訪者識別情報をその後使用できなくすることを特徴
とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、上記請求項１～４のいずれか１項に記載の集合住宅用ネット
ワークシステムにおいて、センターサーバは、乱数を用いて来訪者識別情報を作成するこ
とを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、上記請求項１～４のいずれか１項に記載の集合住宅用ネット
ワークシステムにおいて、ロビー端末は、カメラを備え、来訪者識別情報が画像で構成さ
れるとともに、当該画像が携帯端末装置に表示され、カメラで撮影されることにより、ロ
ビー端末に読み取られることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、住人が行わなければならなかった来訪者に対する２回
の応答および来訪者が行わなければならなかった住人に対する２回の呼び出しをそれぞれ
１回に減らすことができ、住人、来訪者双方の手間を減らすことができるとともに、住人
は、来訪者が共用玄関を通過しまもなく住戸に来ることがわかるので、来訪者の来訪に向
けて準備をすることができる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、来訪者にオートロックドアのロックを解錠させる際に
制限を設けることができるので、集合住宅のセキュリティレベルが向上する。
【００１６】
　請求項３に記載の発明によれば、住人の想定外の期間に来訪者識別情報が利用されなく
なるので、集合住宅のセキュリティレベルが向上する。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、来訪者識別情報の使いまわしを避けることができるの
で、来訪者識別情報の盗難など住人にとって不測の事態が発生しても、不正に来訪者識別
情報が利用される危険性が低減し、集合住宅のセキュリティレベルが向上する。
【００１８】
　請求項５に記載の発明によれば、来訪者識別情報を推測不可能なものにすることができ
るので、正当な来訪者になりかわって正当な来訪者以外の人間が集合住宅に侵入する危険
性が低減し、集合住宅のセキュリティレベルが向上する。
【００１９】
　請求項６に記載の発明によれば、来訪者による来訪者識別情報の入力を簡便化すること
ができるので、誤入力を心配することなく来訪者識別情報の情報量を増やすことができ、
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集合住宅のセキュリティレベルが向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では具体
例を挙げて本発明を説明する場合があるが、本発明は以下の具体例に限定されない。
【００２１】
　図１に、実施形態に係る集合住宅用ネットワークシステムを示す。
【００２２】
　集合住宅用ネットワークシステムは、センターサーバ１と、センターサーバ１にそれぞ
れネットワークを介して接続され、集合住宅２の各住戸３ａ、３ｂに設けられる住戸端末
装置としてのインターフォン４ａ、４ｂと、各住戸３ａ、３ｂの住人により操作される通
信機器５ａ、５ｂと、来訪者が保有する携帯端末装置としての携帯電話６と、集合住宅２
の共用玄関に設けられたカメラ付きのロビー端末７およびオートロックドア８と、を基本
構成とする。ここで、集合住宅２には、集合住宅２の各機器を集中監視する中央監視盤９
が設けられており、インターフォン４ａ、４ｂと通信機器５ａ、５ｂとロビー端末７とオ
ートロックドア８とは、中央監視盤９に接続され、中央監視盤９経由でネットワークを介
してセンターサーバ１に接続されている。なお、通信機器５ａ、５ｂとセンターサーバ１
との接続は、必ずしも中央監視盤９を経由しなくてもよい。また、各インターフォン４ａ
、４ｂに各通信機器５ａ、５ｂの機能を持たせることもでき、このようにすれば、別途、
通信機器５ａ、５ｂを用意する必要がなくなるので好ましい。ただし、本実施形態では、
便宜上、各インターフォン４ａ、４ｂと各通信機器５ａ、５ｂとが別機器であり、各通信
機器５ａ、５ｂをそれぞれ住戸３ａ、３ｂの住人が所有しているものとする。なお、１台
の通信機器を、各住戸３ａ、３ｂの住人が共用してもよい。
【００２３】
　ここで、センターサーバ１は、ネットワークを介して接続された機器を管理するもので
あり、通信機器５ａ、５ｂから自己の住戸３ａ、３ｂを識別する住戸識別情報と来訪者が
保有する携帯電話６のアドレス情報、例えば、電話番号やメールアドレスと有効情報とを
受信すると、来訪者識別情報を作成し、記憶部１０において、住戸識別情報と来訪者識別
情報と有効情報とを対応付けて記憶するとともに、携帯電話６のアドレス情報にもとづい
て、携帯電話６に来訪者識別情報を送信する。また、センターサーバ１は、来訪者が持つ
来訪者識別情報と記憶している来訪者識別情報とを比較し、それらが一致した場合、かつ
記憶している有効情報を参照した結果、来訪者識別情報がその利用規定の範囲内である場
合、に、オートロックドア８のロックを解錠するとともに、来訪者識別情報と対応付けて
記憶している住戸識別情報にもとづきインターフォン４ａ、４ｂを利用して、住戸３ａ、
３ｂの住人に来訪者が共用玄関を通過し、まもなく住戸３ａ、３ｂに来る旨を通知する。
【００２４】
　ここで、住戸３ａ、３ｂは、それぞれ自身を特定するための住戸識別情報を有する。住
戸識別情報は、各住戸３ａ、３ｂを表す情報であり、一般的には、３～４桁の住戸番号や
住人のＩＤ情報として表される。なお、インターフォン４ａ、４ｂの機器情報を住戸識別
情報とすることもできる。
【００２５】
　また、来訪者識別情報は、来訪者を識別するための情報であり、具体的には、来訪者ご
とに指定された数字列で構成されている。ここで、センターサーバ１は、乱数発生部１１
において、乱数を用いて、来訪者が保有する携帯電話６のアドレス情報、来訪者の来訪日
時、来訪する住戸番号などから推測できない来訪者識別情報を作成することが好ましい。
来訪者は、携帯電話６に送信された来訪者識別情報によりオートロックドア８のロックを
解錠することができる。
【００２６】
　そして、有効情報は、来訪者識別情報の最大使用回数を規定する情報や、来訪者識別情
報の有効期間を規定する情報を含む。有効期間が規定されている場合には、センターサー
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バ１は、タイマ部１２において、現在の日時が来訪者識別情報の有効期間内であるかどう
かを判断する。また、センターサーバ１は、有効情報が来訪者識別情報の最大使用回数を
規定する情報を含む場合は、来訪者識別情報の残りの使用回数を、住戸識別情報および来
訪者識別情報に対応付けて記憶部１０に記憶する。この場合、センターサーバ１に、最初
に有効情報が記憶されるときには、来訪者識別情報の最大使用回数と残りの使用回数は一
致し、来訪者識別情報が正当に使用されれば、残りの使用回数は、１回少なくなって記憶
される。ここで、有効情報が来訪者識別情報の最大利用回数を１回に規定する情報を含む
場合には、センターサーバ１は、来訪者が持つ来訪者識別情報と記憶している来訪者識別
情報とを比較し、それらが一致した場合には、その来訪者識別情報をその後使用できなく
する。
【００２７】
　対応付けがなされた住戸識別情報と来訪者識別情報と有効情報とは、図２に示すように
、データベース化されてセンターサーバ１の記憶部１０に記憶される。
【００２８】
　また、インターフォン４ａ、４ｂは、マイクおよびスピーカーを備え、住人は、ロビー
端末７および住戸３ａ、３ｂに来た来訪者と通話をする。また、インターフォン４ａ、４
ｂは、住人が通話の前に来訪者を確認するために、ロビー端末７のカメラにより撮影され
た映像を映す液晶画面を備えている。
【００２９】
　そして、通信機器５ａ、５ｂは、液晶画面を備え、例えば、パソコンや携帯電話のＷｅ
ｂブラウザが利用できる機器であり、それぞれ住戸３ａ、３ｂの住人によって操作され、
センターサーバ１が来訪者識別情報を作成して来訪者が保有する携帯電話６に送信するた
めに、自己の住戸識別情報、携帯電話６のメールアドレスや電話番号や上記有効情報をセ
ンターサーバ１に送信する。また、住人は、通信機器５ａ、５ｂにより、適宜来訪者識別
情報を使用できなくしたり、来訪者識別情報の発行状況や使用状況を確認したりすること
ができる。さらに、住人は、通信機器５ａ、５ｂにより、必要に応じ、有効情報の内容を
変更することもできる。なお、通信機器５ａ、５ｂの液晶画面に、ロビー端末７のカメラ
により撮影された映像を映してもよい。また、住人は、通信機器５ａ、５ｂより、住宅機
器、例えば、照明やエアコンの状態確認や制御を行うこともできる。
【００３０】
　そして、来訪者が保有する携帯電話６は、センターサーバ１から送信された来訪者識別
情報を受信し、オートロックドア８のロックを解錠させる鍵として機能する。なお、携帯
電話６の液晶画面に、有効情報が表示されるようにしてもよい。具体的には、来訪者が保
有する携帯電話６がセンターサーバ１から有効情報も受信し、例えば、当該来訪者識別情
報の残りの使用回数、当該来訪者識別情報が使用できる期間などを来訪者が携帯電話６で
確認できると、来訪者にとって利便性が向上する。来訪者識別情報の残りの使用回数につ
いては、来訪者識別情報を使用するごとに変わる、すなわち１回少なくなるので、適宜、
携帯電話６からセンターサーバ１にアクセスして、来訪者識別情報の残りの使用回数を規
定する情報を受信し、液晶画面に表示させて確認すればよい。
【００３１】
　また、ロビー端末７は、集合住宅２の共用玄関のオートロックドア８を隔てた外側に配
置されており、来訪者を撮影するためのカメラ、来訪者が所望の住戸の住人を呼び出すた
めに当該住戸の住戸番号を入力するための入力受信部１３や来訪者が所望の住人と通話す
るためのマイクおよびスピーカーが設けられている。来訪者識別情報が数字列で構成され
ている場合には、入力受信部１３として、ロビー端末７に設けられているテンキーが使用
される。そして、ロビー端末７は、来訪者により、来訪者識別情報が入力されると、入力
された来訪者識別情報をセンターサーバ１に送信する。
【００３２】
　ところで、来訪者識別情報を画像、例えば、バーコードやＱＲコード（登録商標）で構
成し、当該画像を来訪者が保有する携帯電話６の液晶画面に表示させるようにしてもよい
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。この場合、ロビー端末７のカメラを入力受信部１３とすることができ、ロビー端末７は
、カメラにより携帯電話６の液晶画面に表示された画像を撮影し、来訪者識別情報を画像
として読み取る。なお、来訪者識別情報を画像で構成する場合には、デコード機能を有す
る画像認識部１４により、当該画像が解析される。以下では、画像認識部１４がセンター
サーバ１に設けられている例について説明するが、画像認識部１４は、ロビー端末７に設
けられていてもよく、その目的を達成することができる限り、集合住宅用ネットワークシ
ステムのどこに設けられていてもよい。
【００３３】
　なお、ロビー端末７は、住人が留守の場合には、カメラにより撮影した来客者の映像を
住人の携帯電話にセンターサーバ１を経由して電子メールにて送信することができる。
【００３４】
　以下、図３に示すフローを参照して、実施形態に係る集合住宅用ネットワークシステム
の動作を詳述する。
【００３５】
　まず、来訪者Ａが来訪する際に、あらかじめ、住戸３ａの住人は、通信機器５ａを用い
て、中央監視盤９経由でセンターサーバ１に、住戸３ａの住戸識別情報、来訪者Ａが保有
する携帯電話６のメールアドレスや電話番号のアドレス情報および来訪者識別情報の利用
回数、来訪者識別情報の有効期間を規定する有効情報を送信する（Ｓ１０１）。ここで、
来訪者識別情報の利用回数は１回とする。
【００３６】
　そうすると、センターサーバ１は、来訪者識別情報を作成し、来訪者Ａが保有する携帯
電話６に電子メールや電話にて送信するとともに、住戸識別情報と来訪者識別情報と有効
情報とを対応付けデータベース化して記憶部１０に記憶する（Ｓ１０２）。ここで、セン
ターサーバ１は、来訪者識別情報を作成する際に、必要に応じ、乱数発生部１１において
、乱数を用いて、来訪者識別情報を作成したり、来訪者識別情報を画像データに加工した
りする。
【００３７】
　次に、来訪者Ａが保有する携帯電話６は、センターサーバ１から来訪者識別情報を受信
する。（Ｓ１０３）。ここで、携帯電話６は、有効情報もセンターサーバ１から受信する
ことができ、来訪者Ａは、適宜、携帯電話６の液晶画面にて有効情報を確認することがで
きる。
【００３８】
　そして、来訪者Ａは、来訪時に、来訪者識別情報を受信した携帯電話６を所持し、ロビ
ー端末７の入力受信部１３に来訪者識別情報を入力する（Ｓ１０４）。具体的には、来訪
者識別情報が数字列で構成されていれば、テンキーにより入力され、画像で構成されてい
れば、カメラにより撮影される。
【００３９】
　その後、ロビー端末７は、入力された来訪者識別情報を中央監視盤９経由でセンターサ
ーバ１に送信する（Ｓ１０５）。
【００４０】
　センターサーバ１は、来訪者識別情報を受信すると、受信した来訪者識別情報と記憶し
ている来訪者識別情報とを比較し、それらが一致しているかどうか、かつ記憶している有
効情報を参照し、受信した来訪者識別情報がその利用規定の範囲内であるかどうか、を照
合する（Ｓ１０６）。
【００４１】
　そして、センターサーバ１は、受信した来訪者識別情報と記憶している来訪者識別情報
とが一致している場合、かつ記憶している有効情報を参照した結果、受信した来訪者識別
情報がその利用規定の範囲内である場合、に、中央監視盤９経由でオートロックドア８の
ロックを解錠するとともに、来訪者識別情報と対応付けて記憶している住戸識別情報にも
とづきインターフォン４ａを利用して、住戸３ａの住人に来訪者が共用玄関を通過し、ま
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もなく住戸３ａに来る旨を通知する。（Ｓ１０７）。この際、センターサーバ１は、来訪
者識別情報が画像で構成されている場合には、画像認識部１４のデコード機能により来訪
者識別情報を解析する。なお、画像認識部１４がロビー端末７に設けられている場合は、
上記Ｓ１０５において、画像で構成された来訪者識別情報が解析される。
【００４２】
　そして、センターサーバ１は、その来訪者識別情報をその後使用できなくする（Ｓ１０
８）。
【００４３】
　一方、ロビー端末７に入力された来訪者識別情報が上記の条件を満たさない場合は、オ
ートロックドア８のロックは解錠されず、処理が終了する（Ｓ１０９）。
【００４４】
　最後に、センターサーバ１は、来訪者Ａによりオートロックドア８の開閉が行われ、ま
たは、オートロックドア８の開閉が行われなくても所定の期間が経過したことを確認した
場合には、オートロックドア８をロックする（Ｓ１１０）。
【００４５】
　なお、上記Ｓ１０９で、オートロックドア８のロックが解錠されずに処理が終了する場
合には、センターサーバ１は、来訪者Ａにその旨を報知するとよい。具体的には、例えば
、ロビー端末７に液晶画面を設けておき、センターサーバ１は、当該液晶画面にその旨を
表示させる。
【００４６】
　したがって、住人が行わなければならなかった来訪者に対する２回の応答および来訪者
が行わなければならなかった住人に対する２回の呼び出しをそれぞれ１回に減らすことが
でき、住人、来訪者双方の手間を減らすことができるとともに、住人は、来訪者が共用玄
関を通過しまもなく住戸３ａ、３ｂに来ることがわかるので、来訪者の来訪に向けて準備
をすることができる。
【００４７】
　また、来訪者にオートロックドア８のロックを解錠させる際に制限を設けることができ
るので、集合住宅２のセキュリティレベルが向上する。
【００４８】
　特に、来訪者識別情報を利用することができる有効期間を設定すれば、住人の想定外の
期間に来訪者識別情報が利用されなくなるので、集合住宅２のセキュリティレベルが向上
する。
【００４９】
　そして、来訪者識別情報の利用回数を１回のみにするように設定すれば、来訪者識別情
報の使いまわしを避けることができるので、来訪者識別情報の盗難など住人にとって不測
の事態が発生しても、不正に来訪者識別情報が利用される危険性が低減し、集合住宅２の
セキュリティレベルが向上する。
【００５０】
　なお、センターサーバ１が乱数を用いて来訪者識別情報を作成すれば、来訪者識別情報
を推測不可能なものにすることができるので、正当な来訪者になりかわって正当な来訪者
以外の人間が集合住宅２に侵入する危険性が低減し、集合住宅２のセキュリティレベルが
向上する。
【００５１】
　また、来訪者識別情報を画像で構成すれば、来訪者による来訪者識別情報の入力を簡便
化することができるので、誤入力を心配することなく来訪者識別情報の情報量を増やすこ
とができ、集合住宅２のセキュリティレベルが向上する。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】実施形態に係る集合住宅用ネットワークシステムを示すブロック図である。
【図２】センターサーバの記憶部に対応付けられデータベース化されて記憶されている住
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戸識別情報と来訪者識別情報と有効情報とを示す概念図である。
【図３】実施形態に係る集合住宅用ネットワークシステムの動作を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　　　センターサーバ
　２　　　　　集合住宅
　３ａ，３ｂ　住戸
　４ａ，４ｂ　住戸端末装置としてのインターフォン
　５ａ，５ｂ　通信機器
　６　　　　　携帯端末装置としての来訪者の携帯電話
　７　　　　　ロビー端末
　８　　　　　オートロックドア
　９　　　　　中央監視盤
　１０　　　　記憶部
　１１　　　　乱数発生部
　１２　　　　タイマ部
　１３　　　　入力受信部
　１４　　　　画像認識部

【図１】 【図２】
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